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津山市スマートシティ構想を地域全体で協力して推進していくための組織を発足します。

会員A 会員C会員B 会員ｄ 会員ｅ 会員ｆ

会員としての参画の申し出に加え、本市を活動領域とした具体
的な事業の提案等の申し出を行い、登録された団体

会員としての参画の申し出を行い、登録された団体
パートナー会員

会員ａ 会員ｂ 会員ｃ

美作大学 津山工業高等専門学校作州津山商工会津山商工会議所 津山市

幹事会員
【会長】　津山市長

分科会（Ａ事業）　
　会員の申出により幹事会の
承認を経て組織する。
会員A 会員ａ 会員ｂ

分科会（Ｂ事業）
　会員の申出により幹事会の
承認を経て組織する。

会員B 会員ｃ 会員ｄ

分科会（Ｃ事業）　
　会員の申出により幹事会の
承認を経て組織する。
会員Ｃ 会員ｅ 会員ｆ

【幹事会】　会長及び幹事会員の代表者で組織する。

　津山市スマートシティ推進協議会についてのご案内（一般会員募集のお知らせ）

一般会員

　スマートシティに関する情報共有・啓発活動に
　参加できる

幹事会員 津山市、津山商工会議所、作州津山商工会、美作大学、津山工業高等専門
学校及び幹事会で必要と認めた団体

パートナー会員 会員としての参画の申し出に加え、本市を活動領域とした具体的な事業の提案
等の申し出を行い、登録された団体

一般会員 会員としての参画の申し出を行い、登録された団体

　事業の企画・実証を行う分科会活動に参加で
　きる。新たなサービスの開発が期待できる

　市民ポータルを通じて自社のサービスを展開し、
　市民からのフィードバックを得ることができる

　スマートシティとして蓄積した実証データや実績
　を、ノウハウや知見として活用することができる

　市民ポータルを通じたデジタルサービスの紹介が
　できる 　会員（企業）間のネットワークを実現できる

　デジタル人材育成につながるセミナーやワーク
　ショップに参加することができる

　地域創生に繋がる活動への参画により自組織
　のアピール・イメージアップに繋がる

 　組織体制

　各会員について

　推進協議会への参加で期待されるメリット

事
業
の
検
討

（
例
）



　津山市スマートシティ推進協議会　FAQ

Q4. 一般会員とパートナー会員の違いは？

Q7.協議会における情報の取扱いはどうなっていますか？

Q5.どうすれば会員になれますか？
津山市スマートシティ推進協議会設置規約をご確認の上、津山市スマートシティ推進協議会
の参加申込フォームよりお申込いただくか、別紙の申込書等を津山市スマートシティ推進協議
会事務局までご提出ください。

一般会員は、推進協議会の幹事会で参加承認を受けた企業・団体となります。
パートナー会員は事業の提案を行い、幹事会で事業の承認を受けた企業・団体となります。

津山市スマートシティ推進協議会設置規約の秘密保持事項を遵守いただく形となります。

入会申込フォーム
電子申請
https://apply.e-tumo.jp/city-tsuyama-okayama-
u/offer/offerList_detail?tempSeq=32369

入会申込書
津山市公式ホームページ
https://www.city.tsuyama.lg.jp/city/index2.php?id=9071

Q1.津山市スマーシティ構想とは？
少し先の未来の、便利で快適な技術や仕組みを、いち早く生活に実装する環境を整備し、新
たな価値を創造し続け、将来にわたって「住み続けたい」と感じられる便利で快適なまちを目指
す将来像として、津山市の課題を踏まえながら、デジタル技術を効果的に用いた取組の方向性
を示したものです。

Q2.津山市スマートシティ推進協議会を設置した理由は？
産官学が連携してデジタル技術を効果的に活用した取組を推進して、地域課題を解決するこ
とを目的として設置したものです。

Q3.会員の役割は？
実証事業や実装の推進に関わること、地域課題の解決策の提案や実施に関わることや、ビジョ
ンの共有、ワークショップなどに参加していただくことを予定しています。

Q6.会員となった後、退会することはできますか？
可能です。退会届を提出していただくことになります。

【入会の申込みは以下の申込フォーム又はホームページからお願いします。】


